
 

住宅取得等贈与の特例制度（2023年度）② 

～増改築や建築用土地も対象となる？～ 

 
神戸市職員信用組合 生活設計相談員 

（一社）FP 税務・社会保険制度研究会理事 

1 級 FP 技能士・一級建築士 小澤昭彦 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○ 国税庁ホームページにおいて、贈与税に関する情報を掲載しておりますので、是非ご利用くだ

さい。お分かりにならないことがありましたら、税務署にお尋ねください。 

※ 税務署での個別面接による （具体的に書類や事実関係を確認する必要がある場合など）を希望

される場合は「事前予約制」とさせていただいております。あらかじめ税務署に電話で面接日時を

ご予約ください。 

 

 

  供出元：国税庁 


